
 

市民相談
（市民活動推進担当）

1）借地・借家、金銭貸借、相続など
2）離婚・夫婦、親子・男女関係など
3）人権に関すること

6489-6400
※当日朝9:00
　から要予約
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1）火・水・木曜日
　 13:00～16:00
2）木曜日13:00～16:00
3）火曜日13:00～16:00

神戸地方法務局
尼崎支局

子どもや女性などの人権について 6482-7417 月～金曜日
9:00～16:00

女性センター・トレピエ 夫婦・家族・人間関係・生き方・DV
など女性が抱えるさまざまな問題

6436-8636
※電話相談
※面接（火・木曜）
　予約受付

水・金・土曜日
10:00～12:00
13:00～16:00
18:00～20:00

配偶者暴力相談支援
センター（DVセンター）

配偶者や恋人など、身近な人からの
暴力

6489-6600 月～金曜日
9:00～17:30

母子・父子家庭相談
（こども家庭支援課）

離婚・養育費・就労などについて 6489-6349 月～金曜日
9:00～17:30
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市内で現在810人の方が民生委員・児童委員として活動しています。民生委員法
（民生委員）・児童福祉法（児童委員）に基づき、社会福祉に熱意があり、地域
のことをよく知っている方が、地域の推薦を受け、厚生労働大臣から委嘱されて
民生委員・児童委員になります。任期は3年で、3年に1回一斉改選を行います。
各担当地域内で、生活上の問題、家族の問題、高齢者福祉、児童福祉などあらゆ
る分野の相談に応じています。

!"子ども・母子・父子家庭の相談
!"福祉の必要な方への相談支援（福祉情報の提供、関係行政機関への連絡）
!"一人暮らしや寝たきりの高齢者への声かけ・安否確認などの見守り
!"状況確認書の発行
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市内で現在24人の方が主任児童委員として活動しています。児童福祉法に基づ
き、児童福祉に熱意があり、児童の健全育成活動などに積極的に活動できる方で、
地域のことをよく知っている方が、地域の推薦を受け、厚生労働大臣から委嘱さ
れて主任児童委員になります。任期は3年で、3年に1回一斉改選を行います。各
担当地域内で、民生委員・児童委員とともに児童に関する相談に応じています。

�Ô"支援を必要とする子ども・子育て家庭に対する情報提供などの支援や助言
�Ô"地域の関係機関、団体、社会福祉施設などの関係者との連携や協力
�Ô"子どもの健やかな育成のための地域活動および住民の活動参加推進
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